
京都大学図書館機構規程 
 

（平成１７年３月２２日達示第１７号制定） 
 
（趣旨） 
第１条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第１号）

第４７条第２項の規定に基づき、京都大学図書館機構（以下「機構」という。）に関し

必要な事項について定める。 
 
（業務） 
第２条 機構は、附属図書館及び部局図書館等（部局の図書館又は図書室等をいう。以下

同じ。）が連携して、本学の図書館資源（図書、学術情報データベース、施設その他の

図書館資源をいう。以下同じ。）の合理的かつ効果的な収集、運用及び整備並びに学外

の学術情報資源の効率的な利用サービスの提供体制を整備することを目的として、これ

を各部局図書館等の独自性を維持しつつ、附属図書館及び部局図書館等の間において総

合的かつ合理的な調整を経た方策に基づいて達成するためのネットワーク型の全学組

織として、次の各号に掲げる業務を行う。 
 (1) 本学の図書館資源の収集、運用及び整備並びに学外の学術情報資源の利用サービス

の提供体制の整備に関し必要な事項 
(2) 附属図書館及び部局図書館等の間における連携その他に関し必要な調整 
(3) 図書室その他図書に係る組織を有しない部局に対する支援 

２ 附属図書館は、部局図書館等と協力し、前項に定める業務の実施に当たる。 
 
（機構長） 
第３条 機構に、機構長を置く。 
２ 機構長は、本学の専任の教授（副学長を除く。以下同じ。）のうちから、第１２条に定

める京都大学図書館機構長候補者推薦委員会が推薦する候補者のうちから、総長が指名

する。 
３ 機構長は、附属図書館長を兼ねる。 
４ 機構長の任期は、２年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期

を超えることはできない。 
５ 機構長は、再任されることがある。 
６ 機構長は、機構の所務を掌理する。 
 
（副機構長） 
第４条 機構に、副機構長を置く。 
２ 副機構長は、本学の専任の教授のうちから機構長が指名し、総長が委嘱する。 
３ 副機構長の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終

期を超えることはできない。 
４ 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。 
 
（図書館協議会） 



第５条 機構に次の各号に掲げる事項について審議するため、京都大学図書館協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 
 (1) 機構の組織及び運営に関すること。 
 (2) 第２条第１項第１号に定める業務についての企画及び調整に関すること。 
 (3) 附属図書館及び部局図書館等の間における連携及び調整に関すること。 
 (4) 情報環境機構との連携及び協力に関し必要なこと。 
 
第６条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。 
 (1) 総長が指名する理事 １名 
 (2) 機構長 
 (3) 副機構長 
 (4) 各エリア連携図書館（複数の部局図書館等又は複数の部局が連携し、それぞれの図

書館業務を共同化するとともに、当該部局における研究分野の特徴を活かして機構の

機能を分担するために設置するものをいう。）を設置する部局が推薦する教授 各１名 
 (5) 附属図書館宇治分館長 
 (6) 各研究科の長又は教授 各１名 
 (7) 各研究所の長又は教授 各１名 
 (8) 医学部附属病院の長又は教授 １名 

(9) センター（学術情報メディアセンターを除く。）の長又は教授 若干名 
 (10) 情報環境機構長又は学術情報メディアセンターの教授 １名 
 (11) 国際高等教育院長又は副院長 １名 

(12) 附属図書館事務部長 
(13) その他総長が必要と認める本学の専任教員 若干名 

２ 前項第４号、第６号から第１１号まで及び第１３号の協議員は、総長が委嘱する。こ

の場合において、第６号から第８号まで、第１０号及び第１１号の協議員は、当該研究

科等の長の申出又は推薦を踏まえて行うものとする。 
３ 第１項第４号及び第６号から第１０号までの協議員の任期は２年、第１３号の協議員

の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期

間とする。 
 
第７条 協議会に議長を置き、前条第１項第２号の協議員を持って充てる。 
２ 議長は、協議会を招集する。 
 
第８条 協議会は、次の各号に掲げるいずれかの場合に開催する。 
 (1) 協議員２名以上の要求があったとき。 
 (2) 議長が必要と認めたとき。 
 
第９条 協議会は、協議員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
２ 協議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。 
３ 前２項に定めるもののほか、協議会の議事の運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 
 
（幹事会） 



第１０条 協議会に、幹事会を置く。 
２ 幹事会は、協議会の運営上の調整を行うとともに、機構長を補佐して、第５条各号に

定める事項の実施に必要な措置を執る。 
３ 幹事会は、協議員のうちから機構長の指名するもので組織する。 
４ 機構長は、幹事会を招集し、議長となる。 
  
（特別委員会） 
第１１条 専門の事項を審議するため必要があるときは、協議会に特別委員会を置くこと

ができる。 
２ 特別委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
 
（図書館機構長候補者推薦委員会） 
第１２条 機構に、機構長の候補者を選出し、総長に推薦するため、京都大学図書館機構

長候補者推薦委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
２ 前項により推薦する候補者の数は、３名を標準とする。 
 
第１３条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

(1) 総長が指名する理事 ２名 
(2) 図書館協議員 ３名 

２ 前項第２号の委員は、機構長が委嘱する。 
３ 前項に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、協議会が定める。 
 
（その他） 
第１４条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、協議会が定

める。 
 
（機構に関する事務） 
第１５条 機構に関する事務は、附属図書館事務部において行う。 
 
（内部組織に関する委任） 
第１６条 この規程に定めるもののほか、機構の内部組織については、機構長が定める。 
 
（雑則） 
第１７条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、協議会の議を経て機

構長が定める。 
 
   附 則 
１ この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
２ この規程の施行後最初に任命する機構長については、第５条第２項の規定にかかわら

ず、現に京都大学附属図書館長である者を任命するものとする。 
３ この規程の施行後最初に委嘱する第８条第１項第５号から第９号までの協議員のうち、

総長が指名する協議員の任期は、同条第３号の規定にかかわらず、平成１８年３月３１

日までとする。 



４ 次に掲げる規程は廃止する。 
 (1) 京都大学図書館協議会規程（平成１６年達示第６８号） 
 (2) 京都大学附属図書館長候補者選考規程（昭和６０年達示第１３号） 

［中間の改正規程の附則は、省略した］ 
附 則（平成２２年達示第６６号） 

１ この規程は、平成２２年１２月２１日から施行する。 
２ この規程施行の際現に機構長又は副機構長の職にある者は、この規程により総長が委

嘱した者とみなし、平成２３年３月３１日まで引き続きその職にあるものとする。 
［中間の改正規程の附則は、省略した］ 

   附 則（令和２年達示第７号） 
 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 


